
平
成
四
年
政
令
第
三
百
四
号

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
）

第
一
条
　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
廃
棄
物
処
理
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
安
定
型
産
業
廃
棄
物
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
安
定
型

産
業
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、
安
定
型
産
業
廃
棄
物
及
び
廃
棄
物
処
理
令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
掲
げ
る

産
業
廃
棄
物
（
次
項
に
お
い
て
「
遮
断
型
産
業
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
以
外
の
産
業
廃
棄
物
で
あ
っ
て
、
廃
棄
物
処
理
令
第
六
条
又
は
第
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
埋
立
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
環
境
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
は
、
遮
断
型
産
業
廃
棄
物
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
規
模
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
焼
却
施
設
　
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
が
五
十
ト
ン
以
上
の
も
の

二
　
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
安
定
型
最
終
処
分
場
及
び
同
号
に
規
定
す
る
管
理
型
最
終
処
分
場
　
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
埋
立
容
量
が
五
万
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

三
　
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
遮
断
型
最
終
処
分
場
　
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
る
場
所
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
埋
立
容
量
が
二
千
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

四
　
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
設
廃
棄
物
処
理
施
設
　
一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
が
百
ト
ン
（
木
く
ず
の
再
生
の
み
を
行
う
施
設
に
あ
っ
て
は
、
三
十
ト
ン
）
以
上
の
も
の

（
法
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
埋
立
地
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
埋
立
地
は
、
法
第
十
一
条
の
特
定
周
辺
整
備
地
区
の
指
定
の
時
に
お
い
て
、
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の

し
ゆ
ん

竣

功
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
日

か
ら
十
年
を
経
過
し
た
埋
立
地
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
港
湾
施
設
の
用
に
供
す
る
埋
立
地
そ
の
他
の
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
港
湾
に
隣
接
す
る
地
域
の
保

全
に
密
接
に
関
連
す
る
埋
立
地
並
び
に
そ
の
他
の
埋
立
地
で
港
湾
管
理
者
又
は
港
湾
管
理
者
の
出
資
に
係
る
法
人
が
所
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
）

第
四
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
そ
の
整
備
に
関
す
る
工
事
を
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長

が
行
う
施
設
と
す
る
。

一
　
土
地
改
良
施
設
　
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

二
　
河
川
　
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
十
条
第
一
項
（
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
六
条
の
三
第
一
項

三
　
砂
防
設
備
　
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
五
条
、
第
六
条
第
二
項
又
は
第
七
条

四
　
地
す
べ
り
防
止
施
設
　
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
七
条

五
　
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
施
設
　
地
す
べ
り
等
防
止
法
第
四
十
一
条

六
　
海
岸
保
全
施
設
　
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

七
　
一
般
国
道
　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
二
条
た
だ
し
書
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
道
路
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十

三
号
）
附
則
第
三
項

（
法
第
二
十
七
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
再
生
資
源
）

第
五
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
再
生
資
源
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
古
紙
、
カ
レ
ッ
ト
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
及
び
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
と
す
る
。

（
再
生
の
処
理
を
行
う
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
）

第
六
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
古
紙
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
古
紙
の
全
部
又
は
大
部
分
を
紙
の
原
料
に
す
る
再
生
の
処
理
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
紙
の
原
料
が
専
ら
紙
製
造
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
に
よ
り
使
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
も
の

二
　
カ
レ
ッ
ト
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
カ
レ
ッ
ト
の
全
部
又
は
大
部
分
を
ガ
ラ
ス
容
器
の
原
料
に
す
る
再
生
の
処
理
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
ガ
ラ
ス
容
器
の
原
料
が
専
ら
ガ
ラ
ス
容
器
製
造
業
に

属
す
る
事
業
を
行
う
者
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の

三
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
に
係
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
の
全
部
又
は
大
部
分
を
建
設
資
材
に
す

る
再
生
の
処
理
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
建
設
資
材
が
専
ら
建
設
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の

（
権
限
の
委
任
）

第
七
条
　
法
第
四
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

附
　
則
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
九
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
十
二
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
二
日
政
令
第
二
四
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
の
二
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
同
令
第
八
条
を
同
令
第
八
条
の
二
と
し
、
同
令
第
四
章
中

同
条
の
前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
の
規
定
、
第
四
条
中
地
方
税
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
五
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
七
月
二
四
日
政
令
第
三
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
八
日
政
令
第
四
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
一
一
日
政
令
第
三
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
又
は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
十
二
号
イ
、
第
三
条
第
三
号
、
第
四
条
の
二
第

二
号
ロ
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
項
第
三
号
の
改
正
規
定
（
「
同
条
第
五
号
リ
（
１
）
」
を
「
同
条
第
五
号
ヌ
（
１
）
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
二
条
の
四
第
五

号
チ
（
６
）
」
を
「
第
二
条
の
四
第
五
号
リ
（
６
）
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
七
条
、
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
第
三
号
イ
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定
（
海
洋

汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
第
十
号
の
改
正
規
定
及
び
同
項
第
十
六
号
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
の
四
第
五
号
ヘ
」
を
「
第
二
条
の
四
第
五
号
ト
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
廃
水
銀
等
の
硫
化
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
十
号
の
二
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該

処
理
施
設
に
つ
い
て
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
は
、
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
（
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
に
あ
っ
て
は
、
市
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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